
有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約

（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に開始した有期

労働契約が対象です。（労働契約法第18条：平成25年４月１日施行） 

 

  

企業の皆さまへ（特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください） 

▶ 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか？ 

▶ 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、   

    社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。 

▶ まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。 

有期労働契約で働く皆さまへ 

▶ 平成30年４月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。 

▶ 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。 

▶ このようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の１つとしてご検討ください。 

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約） 
  がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。 
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【例：平成25年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合】 
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5年 

H31.4 
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(2018.4) 

無期転換 
申込権発生 

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算５年を超える全ての方が対象で

す。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。 

無期転換ルールとは ? 

H25.4 
(2013.4) 

雇止め 

について 

対象となる労働者 

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止

めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有

期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとして

も、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。 

詳しくは無期転換ポータルサイトへアクセス！ 
      http://muki.mhlw.go.jp/ 

無期転換サイト 検 索 

まずは都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にご相談ください。 

  厚生労働省 都道府県労働局  

       無期労働契約への申込権が 
         本格的に発生！ 



無期労働契約転換申込書 

           殿 

 私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を超
えますので、労働契約法第18条第１項に基づき、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）への転換を申し込みます。 

申出日  平成  年  月  日 
 
申出者氏名          印 

無期労働契約転換申込み受理通知書 

           殿 

受理日  平成  年  月  日 
 
 
 
職氏名            印 

 あなたから平成  年  月  日に提出された無期労働契約転換申込書に
ついて受理しましたので通知します。 

【問い合わせ先】 東京労働局雇用環境・均等部指導課 労働契約法担当 
          〒102-8305 東京都千代田区九段南１－２－１九段第三合同庁舎14階 

                  ☎03-3512-1611 
 
   

参考（無期転換の申込み方法は？） 

 無期転換の申込みは、口頭で行っても法律上は有効です。しかし、口頭での申込みは、後日、申込みを

したかどうかの争いが生じやすいという問題がありますので、労働者の方には、できるだけ書面で申込み

を行うことをお勧めします。また、申込みを受けた事業主の方には、その事実を確認するための書面を労

働者に交付しておくことをお勧めします。申込みの書面については、以下を参考にしてください。 

参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例 


